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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、スウェーデンの大学における教育評価が質保証枠組内でいかに制度
化されているのかを考察し、授業評価の結果をフィードバックする現状と課題を明らかにすることである。本研
究では、スウェーデンの高等教育庁や大学などによる文書、つまり一次資料による文献調査を主な調査手法とす
る。授業評価へのフィードバックについて考察する際の視点として、（１）教員への配慮があるか、（２）評価
者としての学生に対するサポートはあるか、に着目した。
　本研究での事例研究を通じて、大学によって授業評価の実施体制に差異があることがわかった。また、授業評
価に関する学生による関与の度合いについても、大学間で相違がある。

研究成果の概要（英文）：This study aims to examine how course evaluation in Swedish universities is 
institutionalised within the quality assurance framework and to identify the current situation and 
issues of feeding back the results of course evaluations. The main research method in this study is 
a literature review based on documents from the Swedish Higher Education Authority and universities.
 As perspectives when considering feedback on course evaluation, the focus is on (1) whether there 
is a consideration for teachers and (2) whether there is any support for students as assessors.
　In this study, three universities were chosen as case studies, and it was found that there were 
differences in the implementation systems for course evaluation at each university. There are also 
differences between universities in the degree of engagement of students in course evaluation. 

研究分野： 比較教育学、高等教育論

キーワード： スウェーデン　高等教育　内部質保証　授業評価　学生の視点
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研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究の意義は、学生の意見である授業評価アンケートのデータが有効に活用されず、評価をする学生と評価を
受ける教員の両方に徒労感を与えている日本の現状に対して、学生の意見を大学の教育改善に役立てるための組
織的な取り組みの在り方を示唆することである。スウェーデンの大学が学生の意見を有効的に活用し、教育改善
につなげている構造および課題を明らかにすることによって、日本の大学において授業評価を効果的に活用する
ための方途を提案する。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 

大学による教育の自己点検や評価の結果を、学生にフィードバックすることで内部質保

証を機能させるという考え方が国内外で注目されている（Logermann and Leisytӗ,2015）。

内部質保証のための教育評価として、学生による授業評価がある。授業評価は、学生の意見

を聞き取り、受講した学生の学修の到達度や成果をはかることが可能なことから、国内外に

おける多くの大学で実施されている。 

アメリカでは 1960 年代に授業評価が導入され、授業改善や教員評価としても使用されて

いる。欧州では高等教育機関の教育内容の国際的な通用性と学習成果を高めるための整備

が進められている中で、互換的な授業評価の在り方が検討されている（ENQA, 2006）。国内

においても、国公私立大学全体で約 7 割の大学で授業評価が実施されており、そのうち約

5 割の大学が授業評価の結果を教育改善につなげるための組織的な取り組みを行っている。

このように国際的に教育の質保証が重要視される中、授業評価はより一層その効果的な活

用が求められる。 

しかし、先行研究では、評価する側の学生の性別、学習経験、講義形態などによって授業

評価の結果が異なることから、その有用性や有効性が疑問視されている（Prosser and 

Trigwell, 1999;Ramsden, 2005）。授業評価を大学の内部質保証に活用するためには、その

具体的な方途を示す必要があると考え、本研究の遂行に至った。 
 
２．研究の目的 

スウェーデンは、内部質保証において学生の視点に焦点を当てることを掲げており、各大

学は、授業評価などによる学生の意見をいかに教育改善に盛り込むかを重視している。大学

によって内部質保証の内実が異なるため、複数の大学の授業評価制度を調査することで制

度の目的や効果および運営上の問題やその影響を比較検討する。 

具体的には、以下の 4 点を明らかにすることが本研究の目的である。 

 

（１）授業評価の実施方法、分析方法について明らかにする。 

授業評価の実施時期（学期の中期もしくは学期末）、実施方法（紙面もしくは Web）、授業評

価の質問内容について明らかにする。また、授業評価の分析を担当する組織構成、分析ツー

ル、分析方法について明らかにする。 

（２）授業評価の回答率を高め、教育内容の有効性を検証するための組織的取り組みを考

察する。 

実施方法による回答率の差、回答率を高めるための工夫について調査し、授業評価の結果を

いかに教員が受け止めて授業の改善に努めているのか、その組織的な取り組みについて考

察する。 

（３）授業評価の結果を教員と学生とが議論し、教育の改善につなげる方法を明らかにす

る。 

授業評価の分析結果を教員同士、教員と学生間で議論する場で、実際どのようなやり取りが

なされ、教育改善につなげているのかについて調査し、その構造について検討する。 

（４）日本の大学において授業評価の結果を授業改善につなげる方法について示唆を得る。 

（１）、（２）、（３）の結果を踏まえて、日本の大学における授業評価の結果を教育改善につ

なげる方法を提案する。 



 

３．研究の方法 

 本研究を遂行するために、以下の研究手法に基づいて実施した。 

（１） 授業評価に関する先行研究の検討 

スウェーデンでは、高等教育法において、授業評価の実施が義務化されている。そこで、

同国における授業評価に関する先行研究を分析し、授業評価がどのような議論を受けて制

度化されたのか、その背景について精査した。特に、学生による授業評価が義務化された

1960 年代に遡って考察する。ルンド大学など複数の大学は授業評価の結果を公開している

ので、日本で入手可能な報告書や資料を予め収集し、授業評価の実施方法、質問項目につい

て調査した。 

 

（２） 訪問調査の質問項目の検討 

授業評価の結果をいかに教育改善につなげているのかを明らかにすることを目的に、十

分な先行研究の検討を行った上で、翌年度に実施する調査の質問項目を検討した。質問項目

は、各大学における授業評価の実施方法（紙面か Web か）、分析の際の組織体制、分析結果

の活用方法について確認するための項目を設定した。 

 

（３）インタビュー調査の実施 

授業評価の内容、実施方法、実施後の分析、分析結果の活用方法、回答率を高めるた

めの工夫、学生への「フィードバック」の方法について確認するためにインタビュー調

査を実施した。特に、学生とどのような意見を交わし、いかに教育改善に取り入れてい

るのか、組織的な授業評価結果の活用方法について考察した。 
 
４．研究成果 

 事例として取り上げた３つの大学における授業評価への対応は、以下の通りである。 

 

（1）ウプサラ大学 

ウプサラ大学は、2010 年に授業評価ガイドラインを策定した。ガイドラインでは、学生

が積極的に関わることの重要性を表明しており、学生の「Active Student Participation」を掲

げている。学生は単に授業評価に回答するだけではなく、授業評価の作成にも関わっている。

また、学生組合が主導して、授業評価をいかに大学で活用するかについて議論を進めている。

授業評価を効果的にするための取り組みの一つとして、教員や学生向けに授業評価セミナ

ーを開催していることが挙げられる。これは、授業評価の内容について周知を行い、理解を

深めてもらうことを目的としている。セミナーの内容は、授業評価のガイドライン、形成的・

総括的授業評価のメリットやデメリットについて、授業評価の結果報告書などについてで

ある。また、授業評価そのものに対する質疑応答の時間も設けている。 

授業評価は、学生の学習状況に応じた質問項目を設定し、自身の学習成果を評価するよう

になっている。質問項目は Question Bank という、質問集の中に蓄積されており、そこから

授業の形態に応じた質問項目を抽出できるようになっている。例えば、授業を受講する人数

に応じて質問の項目を選定することが可能である。また、Reflective Portfolio というツール

を導入し、課題やエッセーなどを通じて学生が自身の学習成果を評価し、どの程度知識を身

に付けることができたのかを可視化できるように工夫している。このポートフォリオを活



用することで、学生の学習履歴を記録し、学生自身のこれまでの学習を見直し、今後の学習

計画や就職活動に活用することをねらいとしている。 

 授業評価の結果は学生にフィードバックされ、教員と学生が議論する場を設けている。議

論では、教員が具体的な改善策を提示し、次回の授業に反映することが定められている。 

 

（2）ルンド大学 

 授業評価は、学生の視点から教育の質について捉えることを目的として実施している。同

行において教育の質は、授業評価の結果、授業評価に関する報告書、アクション・プラン、

組織計画、フォローアップ報告書、教育と質に関する会議資料、議事録、学生からの報告書

などを総合的に行っている。評価に関わる学生へのサポートは、質評価室が行っている。 

 授業評価は、オンラインによる方法を採用している。オンラインシステムである“Sunset 

Survey”では、学習成果、学習プロセス、学習活動などについて記録され、さらに学生が履

修した授業を評価することになっている。この Sunset Survey は、質評価室が管理運営を行

っている。授業評価の結果は、メールを通じて学生と教員に通知されるようになっている。

授業評価の結果を受けた後、ファカルティ・レベルで教育の質に関する会議を行う際、学生

の代表者が参加することが認められている。学生の代表者と教員がプログラムの教育に関

する議論を行い、教員は次の授業への改善点について提案することになっている。 

学生の影響力をみるためにも、授業評価と授業評価報告書は重要だと位置づけられてい

る。授業評価は、学生個人の学修経験を捉えられると考えており、授業評価報告書はその結

果を教員と学生間とで共有し、教育を改善するために何が必要かを提示する役割があると

いう。 

 

（3）リンネ大学 

リンネ大学では授業評価システムを自動化することで、大学側の授業評価実施への負担

の軽減、および学生の授業評価への参画を掲げている。第三次質保証枠組を受けて、フィー

ドバックとフォローアップを意識した授業評価を展開している。例えば、リンネ大学は 2018

年度より全学共通の授業評価を実施しており、その結果は自動的に集計され、学生と教員に

報告されるようになっている。授業評価の回答率を高めるため、コースの最終回の授業にお

いて、パソコンや携帯電話などを通じて授業評価に回答する時間を設定することを提案し

ている。学生が授業評価に回答すると、1 週間後に集計結果が学生と教員の両方に送信され

る。 

学生は自身のポータルサイトで授業評価の結果を確認することができる。また、授業評価

の結果は、エクセル、ワード、PDF、パワーポイント、SPSS などに変換できるシステムを

登用しており、プログラム内での教育改善の資料として活用できるようになっている。学生

からのコメントをみて、教員は授業改善に向けた反応を返さなければならない。教員からの

フィードバックは、必須となっている。 

授業評価の結果については、各プログラムの代表者と学生が今後の教育改善について議

論を行うことになっている。 
 
 

第三次質保証枠組では、“フィードバック”を重視しており、大学における内部質保証に

おいても、学生が授業評価に参画することで学生の大学への影響力を高めることを意図し



ている。しかし、三大学における事例を検討すると、大学によって授業評価の実施体制に差

異がある。ウプサラ大学のように独自の方法で授業方法を実施する大学もあれば、ルンド大

学やリンネ大学では外部に委託して授業評価を行う大学もある。教員への配慮という点に

ついては、ウプサラ大学において授業評価実施に対する教員および学生へのセミナーを開

催しており、授業評価の実施による教育改善についても提示している。リンネ大学では、授

業評価実施の自動化による教員の負担軽減を掲げている。また、授業評価に関する学生によ

る関与の度合いについても、大学間で相違がある。ウプサラ大学では、授業評価のための質

問項目の作成に学生が関わっており、また、評価者としての学生へのサポートという点につ

いても、授業評価に関するセミナーを開催したりして、学生の“アセスメント・リテラシー”

の向上につながる取り組みが行われている。ルンド大学では、質評価室が、評価に関与する

学生のサポートを行っている。リンネ大学では、教員から学生へのフィードバックを必須と

しており、授業評価に回答後、結果を早期に開示することを目指している。 

スウェーデンの事例を通じて、日本における授業評価の実施体制として参考となるのは、

学生を評価に参画させ、学生の視点を重視している点だと考えられる。本稿で取り上げた事

例の大学では、授業評価の結果について教員と学生との間で議論することになっている。ス

ウェーデンのヨーテボリ大学で実施された調査では、授業について学生からの意見を積極

的に取り入れようとする教員の方が、学生からの意見の取り入れに消極的な教員よりも多

いという（Flodén, 2017）。学生からの授業評価に前向きな教員は、教育の改善に積極的であ

る（Flodén, 2017）ということからも、学生からの意見を重視していかに教育改善に仕組み

に取り入れるかが重要だと考えられる。 
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